
議第 31 号 

 

下呂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 

下呂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

平成 30 年２月 26 日提出 

 

下呂市長  服 部 秀 洋 

 

 

 

  提 案 理 由 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 14 号）の施行に伴い、当該条

例の一部を改正するもの。 

 

 



下呂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 下呂市職員の育児休業等に関する条例（平成 16 年下呂市条例第 36 号）の一部を次のように改正

する。 

改  正  後 改  正  前 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(１)～(３) （略） 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以

外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) （略） 

(イ） その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下

「１歳６か月到達日」という。）（第

２条の４の規定に該当する場合にあっ

ては、２歳に達する日）までに、その

任期（任期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了すること及

び特定職に引き続き採用されないこと

が明らかでない非常勤職員 

(ウ) （略） 

イ・ウ  （略） 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

(１)  （略） 

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(１)～(３) （略） 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以

外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) （略） 

(イ） その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（第２

条の３第３号において「１歳６か月到

達日」という。）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了すること及び特定職

に引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員 

 

(ウ) （略） 

イ・ウ  （略） 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

(１) （略） 

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが



改  正  後 改  正  前 

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育

する子の１歳到達日以前のいずれかの日に

おいて当該子を養育するために育児休業法

その他の法律の規定による育児休業（以下

この条及び次条において「地方等育児休業」

という。）をしている場合において当該非

常勤職員が当該子について育児休業をしよ

うとする場合（当該育児休業の期間の初日

とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後

である場合又は当該地方等育児休業の期間

の初日前である場合を除く。） 当該子が

１歳２か月に達する日（当該日が当該育児

休業の期間の初日とされた日から起算して

育児休業等可能日数（当該子の出生の日か

ら当該子の１歳到達日までの日数をいう。）

から育児休業等取得日数（当該子の出生の

日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和

22 年法律第 49 号）第 65 条第１項又は第２

項の規定により勤務しなかった日数と当該

子について育児休業をした日数を合算した

日数をいう。）を差し引いた日数を経過す

る日より後の日であるときは、当該経過す

る日） 

(３) （略） 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場

合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める場合は、１歳６か月から２歳に達する

までの子を養育するため、非常勤職員が当該

子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の１歳

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育

する子の１歳到達日以前のいずれかの日に

おいて当該子を養育するために育児休業法

その他の法律の規定による育児休業（以下

この条において「地方等育児休業」という。）

をしている場合において当該非常勤職員が

当該子について育児休業をしようとする場

合（当該育児休業の期間の初日とされた日

が当該子の１歳到達日の翌日後である場合

又は当該地方等育児休業の期間の初日前で

ある場合を除く。） 当該子が１歳２か月

に達する日（当該日が当該育児休業の期間

の初日とされた日から起算して育児休業等

可能日数（当該子の出生の日から当該子の

１歳到達日までの日数をいう。）から育児

休業等取得日数（当該子の出生の日以後当

該非常勤職員が労働基準法（昭和 22 年法律

第 49 号）第 65 条第１項又は第２項の規定

により勤務しなかった日数と当該子につい

て育児休業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する日より

後の日であるときは、当該経過する日） 

 

(３) （略） 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

６か月到達日後の期間においてこの条の規定

に該当してその任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用されるも

のにあっては、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日）を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合で

あって、次の各号のいずれにも該当するとき

とする。 

(１) 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日において育児休業

をしている場合又は当該非常勤職員の配偶

者が当該子の１歳６か月到達日において地

方等育児休業をしている場合 

(２)  当該子の１歳６か月到達日後の期間に

ついて育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合として

規則で定める場合に該当する場合 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定める

期間） 

第２条の５ （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定める

期間） 

第２条の４ （略） 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(１)～(６) （略） 

(７) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

すること又は第２条の４の規定に該当する

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(１)～(６) （略） 

(７) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

すること。 



改  正  後 改  正  前 

こと。  

 (８) （略） (８) （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



【参考資料】 

下呂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

要綱 

 

１．改正理由 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 14 号）の施行に伴い、当該

条例の一部を改正するものです。 

 

２．概要 

(１) 育児休業をしている非常勤職員の子が１歳６か月に達した時点で保育所等に入

れない場合に、最長２歳に達する日まで育児休業を取得できるよう改正します。 

                  （第２条、第２条の３、第２条の４、第３条関係） 

(２) この条例は、公布の日から施行します。 

（附則関係） 


